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令和５年度茨城県フリースクール連携推進事業 

に係る授業料等補助の交付申請について 

【申請マニュアル】 
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このマニュアルでは、補助の内容や要件、申請に必要な手続き等をご案内しています。内容

を確認された上で申請手続きを行っていただくようお願いいたします。 

 

１ 事業の概要 

○ この事業は、フリースクールに通所する不登校児童生徒のいる世帯のうち、経済的な事

情のある世帯に対して授業料等補助を実施することにより、義務教育段階における不登校

児童生徒の教育機会の確保及び社会的自立の促進を図るものです。 

 

２ 補助の内容 

○ 補助要件に該当するフリースクールに通所している児童生徒がいる経済的な事情のある

世帯を補助対象とします。 

  『補助要件』 

   ① 茨城県内に居住していること。 

   ② 経済的な事情のある世帯（住民税非課税世帯、要保護世帯又は準要保護世帯）であ

ること。 

    ※詳細は実施要領を参照ください。 

https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/gakko/compulsory-education/student-

guidance/free-school/ 

 

  

 

 

 

 

 

○ 民間施設に対して支払った授業料等について、一か月１人当たり1万5千円を上限とし

て補助を行います。 

※補助率1/2（例：月謝を３万円支払っている場合、１万５千円を補助します） 

 

○ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの通所に対して、民間施設に支払いを行

った授業料等について補助対象とします。（令和６年４月１日以降の通所分については、

令和６年度の助成事業の補助対象となります。） 

 

 

https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/gakko/compulsory-education/student-guidance/free-school/
https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/gakko/compulsory-education/student-guidance/free-school/
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３ 交付申請必要書類一覧・送付先 

ｐ６「授業料等補助申請書の記載例」も併せてご確認ください。 

 

【必要書類】 

 必要書類 備考 

１ 授業料等補助金交付申請書 

（様式第１-②号） 

 

【記入者：申請者】 

・申請者の方は、控えとしてコピーを保管して

ください。 

２ 通所証明書（様式第４号） 

 

【記入者：民間施設】※初回のみ提出 

・通所する民間施設に記入してもらい、申請者

は控えとしてコピーを保管してください。 

３ フリースクール利用確認書 

（様式第５号） 

 

【記入者：民間施設】 

・通所する民間施設に記入してもらい、申請者

は控えとしてコピーを保管してください。 

４ 授業料等補助受給に係る申立書 

（様式第16－②号） 

【記入者：民間施設】※初回のみ提出 

・通所する民間施設に記入してもらい、申請者

は控えとしてコピーを保管してください。 

５ 住民税非課税世帯、要保護世帯又

は準要保護世帯であることの証明

書 

【証明書又は、認定通知の写し】 

 

【申請者】※初回のみ提出 

・住民税非課税世帯の証明書に係る書類に関し

ては、世帯の証明となるため、世帯全員の所

得証明書等をご提出ください。 

・要保護世帯・準要保護世帯にあっては、認定

通知等の写しを提出してください。 

６
【
該
当
者
の
み
】 

地方公共団体から本事業以外の補

助金の交付を受けている証明書 

【交付決定通知書又は、額の確定

通知書など】 

【申請者】 

・原本ではなくコピーを提出ください。 

※補助金を交付している地方公共団体に、本事

業の申請状況について情報提供することがあ

ります。 

７ 申請前月末までの授業料等の領収

書の写し 

【申請者】 

・原本ではなくコピーを提出ください。 

 

【申請方法・送付先】 

○ 申請は、メール又は、郵送でお願いいたします。 

○ 郵送の場合は、簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便をお勧めいた

します。 

 

 

 

〒３１０－８５８８ 

住所：茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

宛先：茨城県教育庁学校教育部義務教育課 生徒支援・いじめ対策推進室 

電話：０２９－３０１－５２２９（平日９時～１２時、１３時～１７時） 

Mail：gikyo3@pref.ibaraki.lg.jp 
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４ 補助金支払いまでの流れ 

 

○ 不登校児童生徒が在籍する学校の始業式が行われる日の属する月から卒業式又は修了式

が行われる日の属する月まで申請できる。 

 

令和５年４月～令和６年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 令和６年３月分の申請期限は、令和６年３月３１日までとしております。 

 

○ 交付申請を審査して、交付決定の通知をお送りします。 

 

○ 交付決定の後、実績報告書の提出が必要です。 

実績報告書の提出については、交付決定の通知を送付する際に、別途お知らせいたしま

す。 

 

 

５ 支払いに当たっての注意事項 

 

○ 補助金の受け取りは、口座振込でお支払いします。 

 

 ○ 振込先口座は、申請者名義の口座を指定していただきます。（旧姓や配偶者名義の口座 

は指定できません。） 

 

 ○ ゆうちょ銀行の口座を振込先に指定する場合には、振込専⽤の店名・預⾦種目・⼝座番 

号が必要です。 

 

【交付申請】 

(様式１-②号) 

毎月 10 日締切 

【交付決定】 

毎月下旬 

（交付決定通知を送付） 

【実績報告書の提出】 

 (様式 11-②) 

【額の確定】 

（額の確定通知を送付） 

【補助金精算払請求書

の提出】 

(様式 14-②) 
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６ その他の留意点 

 

○ 申請書添付書類の発⾏等にかかる⼿数料及び切⼿代等郵送に係る費⽤などは、申請者の 

負担になります。 

 

○ 補助金の交付決定等は書⾯にてお知らせします。申請書に記載いただいている住所以外 

に送付することはできませんので、申請後に転居をする場合などは転送届を郵便局に提出 

してください。 

 

○ 申請書類に不備や不⾜があった場合は、確認や追加提出依頼のために県担当者から連絡 

することがあります。（原則として、申請者の電話番号にご連絡します。） 

 

○ 提出いただいた書類は返却できません。コピー等を取った上でご提出ください。 
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 ７ 授業料等補助申請書の記載例 
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８ 民間施設ご担当者様へ 
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